
我が社の脱炭素経営促進事業費補助金実施要領

（通則）

第１条 我が社の脱炭素経営促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）

及び秋田県生活環境部温暖化対策課関係補助金交付要綱（以下「交付要綱」とい

う。）によるほか、この要領の定めるところによる。

（目的）

第２条 この事業は、県内中小事業者が自社の事業活動の脱炭素化を進めるために

デジタル技術を用いて二酸化炭素排出量等を算定する可視化サービス（以下「可

視化サービス」という。）を活用する取組及び環境省が脱炭素アドバイザー資格制

度認定ガイドラインに基づいて認定した脱炭素に関わる民間資格（以下「脱炭素ア

ドバイザー資格」という。）の従業員等による取得を後押しする取組を支援することに

より、県内における中小事業者の脱炭素経営への転換促進を図ることを目的とする。

（定義）

第３条 この要領において、「中小事業者」とは、「中小企業等経営強化法」（平成１１

年法律第１８号）第２条第１項に規定する者をいう。ただし、次の各号のいずれかに

該当するものを除く。

一 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が

所有するもの。

二 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を複数の大企業で

所有するもの。

三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占める

もの。

２ この要領において、「大企業」とは、中小企業等経営強化法第２条第１項第１号

から第５号までのいずれかに該当する者以外のもの（会社及び個人に限る。）で

あって事業を営む者をいう。

３ この要領で、「金融機関」とは、秋田県内に本社若しくは本店又は支店等を有す

る金融機関をいう。

４ この要領で、「宣言登録者」とは、「あきたゼロカーボンアクション宣言」実施要綱

第５条第１項の規定により知事が登録した法人又は個人事業主をいう。

５ この要領で、「主たる事業所」とは、他の場所に同一経営の本社若しくは本店又

は支社若しくは支店を持たない単独事業所並びに本社及び本店に該当する事

業所をいう。

６ この要領で、「従業員等」とは、常勤役員及び期間の定めがない雇用契約で雇

用されている従業員をいう。



７ この要領で、「二酸化炭素排出量等」とは、二酸化炭素に代表される温室効果ガ

ス全般の排出量をいう。

（補助金の対象となる者）

第４条 本補助金の対象となる者は、県内に主たる事業所を有する宣言登録者である

中小事業者であって、次の各号に該当しない者とする。

一 国税及び地方税に未納がある事業者

二 秋田県暴力団排除条例第 2 条第 1 項に規定する暴力団又は暴力団員等と

関わりのある事業者

三 補助金等交付申請日、又は補助金等交付決定日の時点で破産、清算、民事

再生手続若しくは会社更生手続開始の申し立てがなされている事業者

四 性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する

営業を行う事業者

五 政治活動及び宗教活動を行う事業者

（補助金の対象となる経費等）

第５条 本補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業のうち国、県、市町村

等が実施する他の補助金等の採択を受けていないものとし、補助対象経費、補助

率、補助限度額及び補助対象期間は別表１のとおりとする。

一 可視化サービスの新規導入・利用

事業活動による二酸化炭素排出量等の削減を目的として、新たに可視化サ

ービスを導入し、事業活動における二酸化炭素排出量等の把握及びデータ蓄

積を行う取組

二 脱炭素アドバイザー資格を取得した従業員等への支援

自社の事業活動の脱炭素化を進めるための人材の確保又は育成を目的とし

て、従業員等が脱炭素アドバイザー資格を取得した際に、その取得に要した経

費の全部又は一部を負担する取組

（補助金の交付申請）

第６条 本補助金を申請する者（以下「申請者」という。）は、知事が別に定める期間内

に、交付要綱第２に規定する補助金等交付申請書（交付要綱様式第1号）に別表２

に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

２ 前項における書類の提出先は秋田県生活環境部温暖化対策課とする。

（補助金の交付決定）

第７条 知事は、提出された前条第 1 項に規定する申請書を受理したときは、その内

容を審査し、適当と認められる時は必要な条件を付して補助金の交付を決定し、申

請者に通知するものとする。

（補助事業の変更承認申請）

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）



は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、次の各

号のいずれかに該当するときは、あらかじめ交付要綱第３第２項に規定する交付条

件等変更承認申請書（交付要綱様式第４号）に別表３に定める書類を添えて知事

に提出し、承認を受けなければならない。

一 補助対象経費の額の変更（ただし、交付決定額の変更を伴わない交付要綱別

表２に掲げる軽微な変更は除く。）

二 補助事業の内容の変更（ただし、補助事業の目的に変更をもたらすものでない

軽微な変更は除く。）

三 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止

２ 知事は、前項に規定する申請書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と

認める時は必要な条件を付して承認を決定し、補助事業者に通知するものとする。

（実績報告等）

第９条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、交付要綱第６に規定する補助

事業等実績報告書（交付要綱様式第 10 号）に別表４に定める書類を添えて提出す

るものとする。

（額の確定）

第１０条 知事は、前条に規定する書類の提出があったときは、当該報告に係る書類

の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき補助金の交付額を確定し、

補助事業者にその旨を通知するものとする。

（補助金の請求等）

第１１条 前条により通知を受けた補助事業者は、交付要綱第７第１項の規定により、

額が確定した補助金を請求することができるものとする。

（交付決定の取消し等）

第１２条 知事は、第８条第１項第３号に規定する申請があったとき又は次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

すことができる。

一 法令、規則又は交付要綱若しくは本実施要領に基づく知事の処分又は指示

に違反した場合

二 補助金を他の用途に使用した場合

三 不正の手段によって補助金の交付を受けた場合

四 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合

五 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情により、補助事業の全

部又は一部を継続する必要がなくなった場合

六 補助事業者（その役員を含む。）が、秋田県暴力団排除条例第 2条第 1 項に

規定する暴力団又は暴力団員等に該当することとなった場合

２ 前項の規定は、第１０条第 1 項に規定する補助金の額の確定があった後におい



ても適用する。

３ 知事は、第１項に規定する取消しをしたときは、速やかに補助事業者に通知する

ものとする。

（補助金の返還）

第１３条 知事は、前条第１項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消し

に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して補助金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。

２ 知事は、前項の返還を命ずる場合は、前条第１項第５号に規定する場合を除き、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期限に応じて、年利

10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

（補助金の経理等）

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る経理等について、常にその収支を明確にし

た証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を最後の交付決定があった日の属する年

度の終了後５年間保存しなければならない。

（協議）

第１５条 補助事業者は、自らの責めに帰さない理由により、補助事業の遂行に支障

が生じた場合は、その取扱いについて、知事と協議し、承認を得なければならない。

（その他）

第１６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。



別表１

事業区分 補助対象経費 補助率 補助

限度額

補助

対象期間

可 視 化 サ

ービスの新

規導入・利

用

補助対象期間内に新たに導入し、利用した可

視化サービスの月額使用料（消費税及び地

方消費税の額は除く。）

１ 可視化サービスは、金融機関と提携する

事業者が提供する、又は金融機関が自社

で提供するものに限る。

２ 導入に係る初期費用は対象外とする。

３ 年間契約で一括払いの場合は、按分方

式により算出された月額使用料相当額を

対象とする。

４ 無料期間など、月額料金が発生しない

期間がある場合は、当該期間を除いて補

助金を算定する。

10/10 （ 10

千円 /月 ）

以内

60 千円/

社

第７条の規

定に基づく

交付決定通

知があった

日から、補

助事業者が

事業実施計

画の完了の

日とした日

又は令和７

年2月28日

のいずれか

早い日

脱炭素アド

バイザー資

格を取得し

た従業員等

への支援

従業員等が脱炭素アドバイザー資格を取得し

た際に負担した経費のうち、次に掲げるもの

（消費税及び地方消費税の額は除く。）。な

お、1 人当たり 1 種類の資格取得に要した経

費を対象とし、1社当たり 2人分まで申請可能

とする。

１ 脱炭素アドバイザー資格の受験料

２ 脱炭素アドバイザー資格の登録料

３ 脱炭素アドバイザー資格の受験又は登

録に関し、実施機関が推奨する講座又

はセミナー（WEB セミナーを含む）の受

講料（同一の講座又はセミナーは、原則

として1人当たり1回までを対象とする。）

４ 前号の講座又はセミナーを受講する当

たり、実施機関から推奨されているテキス

ト（ファイルデータを含む）の購入費（同

一のテキストは、原則として 1 人当たり１

冊までを対象とする。）

補 助 対 象

経費の 1/2

以内

20 千円/

社



別表２

別表３

別表４

添付を要する書類 内容等

事業実施計画承認等申請書（様式

第１号）

交付要綱第２第２項第１号に定める事業実施計画書及び同項第２

号に定める収支予算書に代える。

その他知事が必要と認める書類 本表に定めるもののほか、事業内容及び事業費を確認するた

めに必要となる書類又は電子データ

添付を要する書類 内容等

事業実施計画承認等申請書（様式

第１号）

交付要綱第２第２項第１号に定める事業実施計画書及び同項第２

号に定める収支予算書に代える。

その他知事が必要と認める書類 本表に定めるもののほか、変更内容及び事業費を確認するた

めに必要となる書類又は電子データ

添付を要する書類 内容等

事業実施計画承認等申請書（様式

第１号）

交付要綱第６第２項第１号に定める収支精算書及び同項第２

号に定める書類に代える。

債権者登録票（様式第２号）

実 績 確 認

に必要な書

類

可視化サービスの新

規導入・活用

１ 利用期間及び使用料の支払い額を確認できる書類（領収

書や振込票の写し等）

２ 利用期間中に把握した二酸化炭素排出量等を明らかにす

る書類又は電子データ

脱炭素アドバイザー

資格を取得した従業

員等への支援

１ 支援した従業員等が脱炭素アドバイザー資格を取得したこ

とを証明する書類

２ 補助事業者が従業員等の取得経費を負担した事実を確認

できる書類

３ 補助事業者が負担した取得経費の内訳を明らかにする書

類

４ 支援した従業員等の在職を確認できる書類の写し

５ 支援した従業員等の雇用形態を確認できる書類の写し

その他知事が必要と認める書類 本表に定めるもののほか、事業実績を確認するために必要とな

る書類又は電子データ



1

様式第１号（第６条、第８条、第９条関係）

年 月 日

我が社の脱炭素経営促進事業費補助金

事業実施計画承認等申請書

秋田県知事 あて

（申請書）

事業者名

代表者職氏名

我が社の脱炭素経営促進事業費補助金実施要領の規定により、次のとおり申請します。

☐ 交付申請(実施要領第６条)

☐ 変更承認申請(実施要領第８条)

☐ 実績報告(実施要領第９条)

申請担当者

※交付要綱様式第１号の５、交付要綱様式第４号の６、交付要綱様式第１０号の９に記入し

た担当者と同じ場合は省略可能です。

担当者の氏名

担当者の所属部署等

担当者の電話番号

担当者のメールアドレス



2

変
更
又
は
実
績
用

１ 事業実施計画

実施する事業の内容（次の（１）から（４）まで）を記入してください。

（なお、変更申請及び実績報告の場合は、変更又は実績の内容を（ ）で囲み、当初の実施計画の

内容と比較できるように記入してください。）

（１） 補助事業を実施する期間 交付決定日 から 令和 年 月 日

（ ）

（２） 実施する事業の内容 実施する事業メニューのチェックボックスを選択の上、内容を記入してください。

☐ ①可視化サービスの新規導入・利用

A 可視化サービスと利用するプランの

名称

（ ）

B 事業費①（消費税及び地方消費税を含む）

≪算定式≫税込みの月額使用料×補助

事業を実施する期間内の利用月数

円

（ ）

C 補助金交付申請額①（千円未満切り捨て）

≪算定式≫

a. 事業費①の税抜き金額が 6 万円未満

→ 事業費①の税抜き全額の全額

b. 事業費①の税抜き金額が 6万円以上

→ 6万円 〔上限額〕

円

（ ）

☐ ②脱炭素アドバイザー資格を取得した従業員等への支援

A 支援対象とする脱炭素アドバイザー

資格の名称及び認定レベル

（ ）

B 支援対象とする従業員等の人数

※補助金を申請できるのは最大 2名分まで

人

（ ）

C 支援（負担）する取得経費

※受講料と教材料は、資格の受験又は登録に

関し、実施機関が推奨するものに限ります。

☐受験料

☐登録料

☐受講料※

☐教材料※

☐受験料

☐登録料

☐受講料※

☐教材料※

D 事業費②（消費税及び地方消費税を含む）

≪算定式≫負担する取得経費の積上げ

円

（ ）

補助金交付申請額②（千円未満切り捨て）

≪算定式≫事業費②の税抜き金額×1/2

※ただし、２万円を上限額とする。

円

（ ）

（３）総事業費

（事業費①と②の合計）

円

（ ）

（４）補助交付申請額の総額

（補助金交付申請額①と②の合計）

円

（ ）



3

２ 収支計画（兼収支決算）

① 交付申請の場合、収入と支出の予算額を記入ください。

② 変更承認申請の場合、決定を受けた予算額の下に（ ）額で変更後の金額を記入ください。

③ 実績報告の場合、決定を受けた予算額と決算額を記入ください。

【収入の部】 （単位：円）

【支出の部】 （単位：円）

※交付申請と変更承認申請の場合は、見積書等の事業費を確認できる書類を添付してください。

実績報告の場合は、領収書の写し等の支払い実績を確認できる書類を添付してください。

区分 予算額

（変更後の額）

決算額 差引増減額 摘要

増 減

県補助金

（ ）

自己資金

（ ）

借入金

（ ）

その他収入

（ ）

（ ）

合 計

区分 予算額

（変更後の額）

決算額 差引増減額 摘要

増 減

可視化サービスの

使用料

受験料

登録料

講座又はセミナー

受講料

テキスト等購入費

合 計
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３ 脱炭素経営への転換に向けた課題と事業実施により期待する効果

自社の事業活動の脱炭素化に向けた現段階での取組スケジュールと取組を進めていく上での

不安や課題、本事業（可視化サービスの活用、脱炭素アドバイザー資格取得者の確保）の実施に

より期待する効果等を記入してください。

なお、別紙として説明資料を添付する場合は、ここへの記入は不要です。

４ 交付申請に当たっての誓約事項

我が社の脱炭素経営促進事業費補助金の交付申請を行うに当たり、次の（１）と（２）を確認の上、

相違ないことを誓約してください（下記のチェックボックスを選択してください。）。

（１）次のいずれにも該当しません。

ア 大企業（中小企業等経営強化法第２条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当する者以外のも

の。）又は次の①から③に該当する者

① 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有するもの。

② 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を複数の大企業で所有するもの。

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めるもの。

イ 暴力団（秋田県暴力団排除条例（平成 23年 3月 14 日秋田県条例第 29 号）第 2条第 1号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条例同条第 2号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）

ウ 役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団

体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも

のと認められる者を含む。）をいう。以下同じ。）が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 国税及び地方税に未納がある者

ク 破産、清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申し立て中である者

ケ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う者

コ 政治活動及び宗教活動を行う者

（２）申請内容は、交付要綱の規定に基づき、事実に相違なく、虚偽が判明した場合には補助金の返還等に

応じます。また、必要な場合は申請内容の照会について同意するとともに、審査に必要な指示に従いま

す。

☐ 上記（１）と（２）のとおり相違ありません。



様式第２号（第９条関係）

　　　　 年　　 月　　 日

（宛先）　秋田県知事　

－

1 普通 2 当座

4 貯蓄 9 その他

1 5 10 15 20 25 30

31 35 40 45 50 55 60

※ 上記の情報は、秋田県財務会計システムに登録されます。県からお受け取りになる振込口座情報は正確にご記入ください。

※ ゆうちょ銀行を振込口座として指定する場合は「記号、番号」ではなく、「振込用の店名、預金種目、口座番号」をご記入ください。

※ 口座名義欄の濁点・半濁点・長音は一文字としてご記入ください。

債権者登録票

郵便番号

フリガナ

電話番号

フリガナ

氏名又は法人名

フリガナ

代表者の職・氏名
（法人の場合）

金融機関コード 店舗コード 金融機関名 支店名 預 金 種 別

口座番号 　口座名義　　　（カタカナ・英字・数字で、通帳見開き記載の名義を記入してください。）

住 所

振
込
口
座


